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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク上に配置されたコンテンツを一意に特定するコンテンツ識別子を表示する
コンテンツ識別子表示手段と、
　ユーザからのコンテンツ識別子の入力を受け付け、これを送信する送信用ユーザ端末装
置と、
　前記送信用ユーザ端末装置よりコンテンツ識別子を受け取り、コンテンツ識別子をその
コンテンツのアドレスに変換してコンテンツのデータを取得し、送信するコンテンツ配信
サーバと、
　前記コンテンツ配信サーバよりコンテンツのデータを受け取り、コンテンツを表示する
受信用ユーザ端末装置と
を有する受信システムであって、
　前記コンテンツ配信サーバは、受信用ユーザ端末装置の所在地点を示す位置情報を予め
記憶しており、この位置情報に応じた地図情報をその受信用ユーザ端末装置に配信するこ
とを特徴とする、受信システム。
【請求項２】
　ネットワーク上に配置されたコンテンツを一意に特定するコンテンツ識別子を表示する
コンテンツ識別子表示手段と、
　ユーザからのコンテンツ識別子の入力を受け付け、これを送信する送信用ユーザ端末装
置と、
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　前記送信用ユーザ端末装置よりコンテンツ識別子を受け取り、コンテンツ識別子をその
コンテンツのアドレスに変換してコンテンツのデータを取得し、送信するコンテンツ配信
サーバと、
　前記コンテンツ配信サーバよりコンテンツのデータを受け取り、コンテンツを表示する
受信用ユーザ端末装置と
を有する受信システムであって、
　前記コンテンツ配信サーバは、受信用ユーザ端末装置の所在地点を示す位置情報を送信
用ユーザ端末装置を経由して取得し、この位置情報に応じた地図情報をその受信用ユーザ
端末装置に配信することを特徴とする、受信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受信システムに関し、より詳しくはネットワークを介して閲覧可能な、文書
、画像、音声、音楽などのコンテンツをユーザの要求に応じて閲覧させるための、受信シ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の通信技術の発達、通信インフラの整備・普及に伴い、いわゆるインターネットを
利用して様々なコンテンツがユーザに供給されるようになり、ユーザ側もインターネット
によるコンテンツの配信（映画、音楽、電子書籍）を受けたり、オンラインショッピング
、ニュースの閲覧など様々なサービスを一般生活のレベルで享受できるようになってきて
いる。
【０００３】
　かかる状況では、コンテンツの閲覧の需要は、ネットワークに関する知識やコンピュー
タの操作に習熟した人たちのみならず、ネットワークやコンピュータに縁の無かった人た
ちの間にも急速に広がっている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、ネットワークの利用が拡大するにつれて膨大な数のコンテンツがネットワーク
を介して利用できるようになっているがコンテンツの数の増加に比例して、これらの中か
ら自分が所望するコンテンツを探し当てて、閲覧することの困難さが増大していっている
。特に、ネットワークやコンピュータに縁の無かった人たちにとっては、コンテンツを探
し当てるように適切に検索エンジンなどを利用する知識を有さないことが多いため、より
一層自分が所望するコンテンツを探し当てることが難しくなっている。
【０００５】
　本発明の目的は、このシステムはインターネットになじめない人であっても、容易に所
望のコンテンツを閲覧できる受信システムを提供することにある。
【０００６】
　本発明の別の目的は、コンテンツの提供者と受信端末を利用することによりインターネ
ットにかかる通信費及び時間の負担を軽減することでインターネットがより身近になる。
【０００７】
　本発明のさらに別の目的は、データの受信のみを行うユーザ端末装置を利用することに
より、例えばコンピュータウイルスに感染したコンテンツをダウンロードしても他のコン
ピュータにウイルスの感染を拡げることのない受信システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための手段として、本発明は以下のような特徴を有している。
　本発明は、ネットワークを介して利用可能なコンテンツを配信するための受信システム
として提案される。
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【０００９】
　この受信システムは、ネットワーク上に配置されたコンテンツを一意に特定するコンテ
ンツ識別子を表示するコンテンツ識別子表示手段と、ユーザからのコンテンツ識別子の入
力を受け付け、これを送信する送信用ユーザ端末装置と、前記送信用ユーザ端末装置より
コンテンツ識別子を受け取り、コンテンツ識別子をそのコンテンツのアドレスに変換して
コンテンツのデータを取得し、送信するコンテンツ配信サーバと、前記コンテンツ配信サ
ーバよりコンテンツのデータを受け取り、コンテンツを表示する受信用ユーザ端末装置と
を有することを特徴としている。
【００１０】
　上記受信システムにおいて、前記コンテンツ配信サーバと受信用ユーザ端末装置との通
信は、コンテンツ配信サーバから受信用ユーザ端末装置への一方向通信により行われるよ
うにしてもよい。かかる構成によれば、受信用ユーザ端末装置が悪意のプログラム（コン
ピュータウイルスなど）に汚染されても、他に汚染を拡散することなく、かつ受信用ユー
ザ端末装置に格納された情報が意図に反して漏洩することも起こらない。
【００１１】
　またさらに、上記受信システムにおいて、前記コンテンツ識別子表示手段は、コンテン
ツ識別子が検索可能に配列され、印刷された紙媒体であることを特徴としている。かかる
構成によれば、コンピュータや検索委エンジンの操作知識に乏しい人であっても、ネット
ワーク上にて移用された様々なコンテンツを利用することが可能となる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ネットワークを介して利用可能なコンテンツを簡単な操作で容易に取
得することが可能となる。
　本発明の別の態様によれば、ネットワーク端末が悪意のプログラム（コンピュータウイ
ルスなど）に汚染されても、他に汚染を拡散することなく、かつ意図しない情報の漏洩も
起こらないシステムを提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
　［１．受信システムの構成例］
　図１は、本実施の形態にかかる受信システムの構成例を示すブロック図である。
【００１４】
　本受信システム１は、ネットワーク２に接続可能な送信用ユーザ端末装置３と、ネット
ワーク２に接続されたコンテンツ配信サーバ４と、ネットワークに接続可能な受信用ユー
ザ端末装置５と、ユーザが送信用ユーザ端末装置３からコンテンツ配信サーバ４に送信す
るコンテンツ識別子を提示するコンテンツ識別子提示手段６を有している。以下、受信シ
ステム１の各構成要素について説明する。
　なお、「コンテンツ」とは、コンテンツ配信サーバ４から受信用ユーザ端末装置５へ送
信可能な、データ化された情報をいい、文字、画像、音声の別を問わない。
【００１５】
　［１，１．ネットワーク］
　ネットワーク２は、有線・無線、専用回線・交換回線を問わず、これに接続されている
装置がそれぞれ目的とする装置に対しセッションを確立したときにその装置間でのデータ
の送受信を可能とするように作用する。ネットワーク２は、インターネットのように、ゲ
ートウエイを介して複数の通信網が組み合わされて実現しても構わない。たとえば、ユー
ザ端末装置３が携帯電話機である場合には、携帯電話網とゲートウエイを介してこの携帯
電話網に接続されたデータ通信網によりネットワーク２が構成されるようにしてもよい。
また、その接続についてもいわゆるバックボーンといわれる基幹線に直接接続せずとも、
ＰＰＰ（Ｐｏｉｎｔ　ｔｏ　Ｐｏｉｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）接続などによって一時的に
接続してあっても、セッションを確立したときにその間でデータの送受信ができるように
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なっていれば構わない。なお、上記ネットワーク２は専用回線を固定的に張りめぐらせた
ような、交換機を用いないネットワーク（通信網）も含むものとする。
【００１６】
　［１．２．送信用ユーザ端末装置］
　送信ユーザ端末装置３は、ユーザが所望するコンテンツに対応したコンテンツ識別子の
入力を受け付け、このコンテンツ識別子をネットワークを介してコンテンツ配信サーバ４
に送信する機能を有する。
【００１７】
　送信ユーザ端末装置３は、ネットワーク２を介してコンテンツ配信サーバ装置４に接続
可能な情報処理装置であって、画像配信サーバ４に指定されたコンテンツ識別子を送信可
能な情報処理装置であればどのような装置でもよい。送信用ユーザ端末装置３は、たとえ
ば、携帯電話機、コンピュータ、移動体通信端末、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉ
ｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、固定電話機、ＩＰ電話端末などである。
【００１８】
　［１．３．コンテンツ配信サーバ］
　コンテンツ配信サーバ４は、送信用ユーザ端末装置３からコンテンツ識別子を受け取る
と、このコンテンツ識別子に対応したコンテンツを格納するＷＷＷ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄ
ｅ　Ｗｅｂ）サーバ７などからそのコンテンツのデータを取得し、このコンテンツのデー
タを指定された受信用ユーザ端末装置５に送信する機能を有する。
【００１９】
　コンテンツ配信サーバ４は、たとえばコンピュータ、ワークステーションなどの情報処
理装置であって、演算処理装置（ＣＰＵ）、主メモリ（ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）、入出力装置（Ｉ／Ｏ）、ハードディスク装置等の外部記憶装置を具備している情
報処理装置である。このコンテンツ配信サーバ４として機能する情報処理装置は、前記Ｒ
ＯＭ、もしくはハードディスク装置などに情報処理装置をコンテンツ配信サーバ４として
機能させるためのプログラム、もしくはコンテンツ配信方法を情報処理装置に実行させる
ためのプログラムが記憶されており、該プログラムを主メモリ上に載せ、ＣＰＵがこれを
実行することによりコンテンツ配信サーバ４が実現され、若しくはコンテンツ配信方法が
実行される。また、上記プログラムはからなずしも情報処理装置内の記憶装置に記憶され
ていなくともよく、外部の装置（例えば、ＡＳＰ（アプリケーション・サービス・プロバ
イダ）のサーバなど）から提供され、これを主メモリに乗せる構成であっても良い。
【００２０】
　図２にコンテンツ配信サーバ４の構成例を示す。コンテンツ配信サーバ４は、送信用ユ
ーザ端末装置３からコンテンツ識別子を受け取り可能なコンテンツ識別子・アドレス変換
部２０１と、コンテンツ識別子・アドレス変換部２０１に読み取り可能に接続されたコン
テンツ識別子データベース２０２と、コンテンツ識別子・アドレス変換部２０１に接続さ
れた認証部２０３と、認証部２０３に接続された会員データベース２０４と、コンテンツ
識別子・アドレス変換部２０１に接続されているとともにＷＷＷサーバ７などに接続可能
なコンテンツ取得部２０５と、コンテンツ取得部２０５に接続されたコンテンツ記憶部２
０６と、コンテンツ記憶部２０６に接続されているとともに、受信用ユーザ端末装置５へ
接続可能な配信部２０７とを有している。また、コンテンツ取得部２０５と配信部２０７
とは課金サーバ８に接続されている。なお、ここに言う「接続されている」とは、物理的
・電気的に接続されていること、およびプログラム、プログラムのモジュール、オブジェ
クト間におけるデータの受け渡しが行われることの双方を含む。
【００２１】
　コンテンツ識別子・アドレス変換部２０１は、送信用ユーザ端末装置３から送られたコ
ンテンツ識別子を受け取り、コンテンツ識別子データベース２０２を参照して、そのコン
テンツ識別子に対応するコンテンツのネットワーク上の所在地を示す情報（例えば、ＩＰ
アドレス、ＵＲＬ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）、ＵＲＩ
（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）など；以下、「アド
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レス」と呼ぶ）を特定し、特定したアドレスをコンテンツ取得部２０５に渡すように機能
する。また、コンテンツ識別子・アドレス変換部２０１は、送信用ユーザ端末装置３から
ユーザを特定する情報（例えば、ユーザＩＤ）を取得し、これを認証部２０３に渡して当
該ユーザがサービス利用権限を有するか確認して貰い、利用権限を有する場合のみアドレ
スを取得するように動作してもよい。
【００２２】
　コンテンツ識別子データベース２０２は、コンテンツ識別子とアドレスを対応付けて記
憶し、コンテンツ識別子を渡されると、これに対応するアドレスを返すように動作する。
図３は、コンテンツ識別子データベース２０２の記憶内容の例を示す図である。コンテン
ツ識別子データベース２０２が記憶するデータは、各コンテンツ識別子について一のレコ
ードＲ３０１，Ｒ３０２、…があり、各レコードＲ３０１，Ｒ３０２、…は、コンテンツ
識別子を格納するコンテンツ識別子フィールド３０１と、コンテンツ識別子フィールド３
０１に格納されたコンテンツ識別子に対応付けられたコンテンツのアドレスを格納するア
ドレスフィールド３０２とを有している。なお、この図に示す例では、アドレスとしてＵ
ＲＬを格納しているが、アドレスとして利用可能な情報がＵＲＬに限られることを意味す
るものではない。
【００２３】
　図２に戻り、コンテンツ配信サーバ４の構成例の説明を続ける。
　認証部２０３は、送信用ユーザ端末装置３及び／又は受信用ユーザ端末装置５からユー
ザ識別情報を受け取り、当該ユーザ識別情報を有するユーザが本受信システムによるサー
ビスを利用する権限を有しているか否かを判断する機能を有する。
【００２４】
　会員データベース２０４は、ユーザが本受信システムによるサービスを利用する権限を
有しているか否かを判断するための情報を記憶する機能を有しており、たとえばユーザＩ
Ｄとパスワードを対応付けて記憶しており、ユーザＩＤとパスワードとが一致した場合に
サービスを利用する権限を有していると判定できるようになっている。
【００２５】
　コンテンツ取得部２０５は、コンテンツ識別子・アドレス変換部２０１から、コンテン
ツ識別子に対応するアドレスを受け取り、そのアドレスに基づいてコンテンツの取得を行
う機能を有する。たとえばコンテンツ取得部２０５は、そのアドレスに対してＨＴＴＰ（
Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）のＧＥＴメソッドにより
、該当するコンテンツのデータを要求し、あるいはＦＴＰ（Ｆｉｌｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）によりそのアドレスに対応するファイルをダウンロードするように
動作する。
【００２６】
　コンテンツ記憶部２０５は、コンテンツ取得部２０５が取得したコンテンツのデータを
少なくとも受信用ユーザ端末装置５に送信するまで記憶しておく機能を有する。
【００２７】
　配信部２０７は、受信用ユーザ端末装置５へ、コンテンツのデータを送信する機能を有
する。コンテンツのデータの送信は、受信用ユーザ端末装置５からそのコンテンツのデー
タの送信要求に応じて行う方式であってもよいし、あるいはそのコンテンツのデータの送
信要求によることなく、配信部２０７が自律的・自動的に受信用ユーザ端末装置５に宛て
てそのコンテンツのデータの送信を行う方式であってもよい。なお、受信用ユーザ端末装
置５の宛先は、予め送信用ユーザ端末装置３からのコンテンツ配信要求に含ませておくよ
うにしてもよいし、コンテンツ配信サーバ４やコンテンツ配信サーバ４外部に、送信用ユ
ーザ端末装置３と受信用ユーザ端末装置５の対応付けを記憶しておき、これを参照して受
信用ユーザ端末装置５の宛先を取得するようにしてもよい。
【００２８】
　コンテンツ取得部２０５、配信部２０７は、受信用ユーザ端末装置５にコンテンツの配
信を行うことをトリガとして、課金サーバ８に対し、そのコンテンツの提供者、及び／又
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はユーザに対して所定料金を課金するように要求する。例えば、コンテンツの提供者に対
しては、情報配信量として１回の配信当たりＸ円、ユーザに対しては１回の情報利用に対
してＹ円を課金するように、課金サーバ８に要求することが一例として考えられる。
【００２９】
　［１．４．受信用ユーザ端末装置］
　図１に戻り、本実施の形態にかかる受信システムの構成例について説明を続ける。
　受信用ユーザ端末装置５は、コンテンツ配信サーバ４より提供されたコンテンツのデー
タを受信し、このデータに基づいてコンテンツをユーザに了知可能な態様で出力すること
が可能な情報処理装置であって、たとえばコンピュータ、ワークステーション、ネットワ
ーク接続機能を有するゲーム機、ネットワーク接続機能を有するテレビ、携帯電話機、Ｉ
Ｐ電話端末、ファクシミリなどである。
【００３０】
　ネットワーク２と受信用ユーザ端末装置５との間は、双方向の通信であってもよいが、
ネットワーク２から受信用ユーザ端末装置５への一方向通信により、コンテンツのデータ
が送られるようにしてもよい。かかる一方向通信によりコンテンツを送信することとすれ
ば、仮にコンピュータウイルスなどの悪意のプログラムが受信用ユーザ端末装置５に入っ
てしまっても、受信用ユーザ端末装置５から送信が出来ないため、悪意のプログラムが受
信用ユーザ端末装置５からネットワーク２を介して他のネットワーク端末へ拡散すること
を防止することが出来、また受信用ユーザ端末装置５が格納した重要な情報を外部へ転送
されてしまうということも防止でき、極めてセキュリティの高いネットワーク端末として
機能させることが可能になる。
【００３１】
　［１．５．コンテンツ識別子提示手段］
　コンテンツ識別子提示手段６は、ユーザが所望のコンテンツを検索可能な態様で、コン
テンツとコンテンツ識別子とを対応付けてユーザに提示する手段である。コンテンツ、コ
ンテンツ識別子をユーザに提示する方法は、視覚による方法（例えば、印刷物、モニタに
よる表示など）、聴覚による方法（合成音声による自動読み上げ装置など）、触覚による
方法（点字など）などいずれでもよい。
【００３２】
　コンテンツ識別子提示手段６の例としては、コンテンツを検索可能に分類して列挙した
印刷物が考えられる。図４に、コンテンツ識別子提示手段６である印刷物の例を図示する
。この印刷物には、従来の電話帳のように、会社、事業者などが業種ごとに分類されて提
示されており、各会社、事業者など（４０１）についての情報（会社案内、事業案内）を
示すコンテンツに対応付けされたコンテンツ識別子４０２が表示されている。ユーザは、
この印刷物から所望のコンテンツに対応するコンテンツ識別子を検索し、このコンテンツ
を送信用ユーザ端末装置３に入力して、コンテンツ配信サーバ４にそのコンテンツのデー
タの取得・配信を要求することとなる。
【００３３】
　［１．６．ＷＷＷサーバ７など］
　ＷＷＷサーバ７は、コンテンツを格納しており、コンテンツ配信サーバ４などからのコ
ンテンツ配信要求を受け取ると、所定の方式でコンテンツのデータを送信する機能を有す
る。「コンテンツ」は、文字、画像（静止画、動画双方を含む）、音声、音楽およびこれ
ら２以上の組み合わせを含む。なお、「コンテンツ」はＨＴＭＬ文書などのように予め生
成されたものであってもよいし、ＣＧＩ、ＰＨＰ、ＪＡＶＡなどによって動的に生成され
るものであってよいし、アプレットのようなクライアント側で動作するプログラムであっ
てもかまわない。
【００３４】
　［１．７．課金サーバ］
　課金サーバ８は、コンテンツ配信サーバ４のコンテンツ配信動作に応じて、コンテンツ
の提供者、及び／又はコンテンツを閲覧するユーザに対する料金を計算する機能を有する
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。なお、料金の請求の方法は、課金サーバ８が銀行やクレジットカード会社の決済システ
ムに課金額を通知して決済を行って貰う方法、課金サーバ８が請求書を出力してこれを請
求先に送付する方法、などが考えられるがどのような方法であってもかまわない。
【００３５】
　［２．受信システムの動作例］
　次に、上記受信システム１の動作例について、図５を参照しながら説明する。図５は受
信システム１の動作例を示すシーケンス図である。
【００３６】
　まず、ユーザはコンテンツ識別子提示手段６を用いて、所望のコンテンツに対応するコ
ンテンツ識別子を特定する。例えば、ユーザが××市にある○○医院を探している場合、
図４に示す［医療機関］の項目から、○○医院を探し、これに対応するコンテンツ識別子
「イ－００００１」を特定する。
【００３７】
　次に、ユーザは、このコンテンツ識別子を送信用ユーザ端末装置３に入力する（ステッ
プＳ５０１）。
　続いて、ユーザはこのコンテンツ識別子を送信用ユーザ端末装置３からネットワーク２
を介してコンテンツ配信サーバ４に送信させる（ステップＳ５０２）。
【００３８】
　コンテンツ識別子を受信したコンテンツ配信サーバ４は、このコンテンツ識別子を対応
するアドレス（例えばＵＲＬ）に変換し（ステップＳ５０４）、そのアドレスに該当する
ＷＷＷサーバ７などに、コンテンツデータの送信要求を送る（ステップＳ５０４）。
　コンテンツ送信要求を受け取ったＷＷＷサーバ７は、送信要求にかかるコンテンツデー
タをコンテンツ配信サーバ４に送信する（ステップＳ５０５）。
【００３９】
　コンテンツデータを受け取ったコンテンツ配信サーバ４は、コンテンツデータを記憶し
ておく（ステップＳ５０６）。次に、コンテンツ配信サーバ４は、そのコンテンツの送信
先となる受信用ユーザ端末装置５のアドレスを特定する（ステップＳ５０７）。ついで、
コンテンツ配信サーバ４は、ステップＳ５０７において特定したアドレスにステップＳ５
０６で記憶したコンテンツデータを送信する（ステップＳ５０８）。
【００４０】
　コンテンツデータを受信した受信用ユーザ端末装置２は、コンテンツデータを処理して
ユーザに了知可能な情報として出力する（ステップＳ５０９）。たとえば、受信用ユーザ
端末装置２は、画像データ、音声データ、点字データなどとして画像モニタ、スピーカ、
点字生成装置などにより出力され、ユーザにコンテンツを提示することとなる。
【００４１】
　一方、コンテンツデータを受信用ユーザ端末装置５に送信すると、コンテンツ配信サー
バ４は課金サーバ８に対して所定の課金を行うよう課金要求を送信する（ステップＳ５１
０）。課金サーバ８は、コンテンツ配信サーバ４からの課金要求に従って課金処理を実行
し、受信システムの利用料をコンテンツの提供者及び／又はユーザに請求できるようにし
ている。
　以上で、受信システム１の動作の説明を終了する。
【００４２】
　［３．変形例］
　（１）コンテンツ配信サーバ４は、送信用ユーザ端末装置３又は受信用ユーザ端末装置
５の所在位置を示す地図情報、たとえばこれら端末装置の所在位置を明示した電子マップ
データを受信用ユーザ端末装置５に配信するようにしてもよい。これらの所在位置は、送
信用ユーザ端末装置３又は受信用ユーザ端末装置５が固定的に設置されているものであれ
ば、予め送信用ユーザ端末装置３又は受信用ユーザ端末装置５の識別情報と位置情報（緯
度、経度情報など）を対応付けてコンテンツ配信サーバ４に記憶させておけばよい。送信
用ユーザ端末装置３又は受信用ユーザ端末装置５が移動可能な装置である場合には、これ
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ら端末装置にＧＰＳユニットなど位置情報を取得する手段を搭載しておき、この位置情報
を送信用ユーザ端末装置３からコンテンツ配信サーバ４に送信ｓするようにしてもよい。
【００４３】
　この構成によれば、ユーザは本受信システムを利用して現在位置を確認することが可能
となり、外出先でも随時、現在位置や目的地までの経路や距離などを知ることが可能とな
る。
【００４４】
　（２）受信用ユーザ端末装置５は、着脱可能な記憶媒体（半導体記憶装置、ＣＤ、ＤＶ
Ｄなど）を搭載しており、コンテンツ配信サーバ４より配信されたコンテンツをこの記憶
媒体に書き込むことができる。一の受信用ユーザ端末装置５から取り外された記憶媒体は
、他の受信用ユーザ端末装置５に接続して、コンテンツの再生を行わせることもできる。
【００４５】
　［４．利点］
　（１）上記受信システム１によれば、所望の情報を容易な操作（例えば、ＵＲＬより単
純な構成のコンテンツ識別子の入力）により所望の形態で受けることが出来る。
【００４６】
　（１）　上記受信システム１によれば、ユーザ（利用者）は、コンテンツの提供者（提
供社）が提供するコンテンツに対応するコンテンツ識別子（専用ナンバー）により、必要
なホームページ等の送信依頼をする。コンテンツの提供者（提供社）の提供するコンテン
ツは、送信用ユーザ端末装置３からの要求に従って、コンテンツ配信サーバ４により取得
され、コンテンツ配信サーバ４より受信用ユーザ端末装置５へ送られる。コンテンツの提
供者（提供社）は、一つの情報を複数の受信用ユーザ端末装置に送る為、通信コストは安
くなり、ユーザ（利用者）は必要なサービスだけを受信する為、提供社への利用料で済み
通信費及び時間の負担が軽減する。
【００４７】
　（２）　上記受信システム１によれば、自らがネットワーク端末を操作する知識が乏し
い高齢者や機械になじめない人、また目や耳の不自由な人であっても、第三者の電話やメ
ーラーを送信側ユーザ端末装置３として利用することにより、コンテンツの提供者（提供
社）が供給する様々なサービスを受信側ユーザ端末装置５で取得し、映像や音楽を楽しむ
ことができる。
【００４８】
（３） 出張など出先で時間がない時などコンテンツ配信サーバ４に、所望のコンテンツ
の取得をさせておき、都合のよいときに受信用ユーザ端末装置５にダウンロードすること
で、時間の負担も軽減する。
 
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】　受信システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】　コンテンツ配信サーバの構成例を示す機能ブロック図である。
【図３】　コンテンツ識別子データベースの記憶内容例を示す図である。
【図４】　コンテンツ識別子提示手段の例を示す図である。
【図５】　受信システムの動作例を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　…　受信システム
　２　…　ネットワーク
　３　…　送信用ユーザ端末装置
　４　…　コンテンツ配信サーバ
　５　…　受信用ユーザ端末装置
　６　…　コンテンツ識別子提示手段
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　７　…　ＷＷＷサーバなど
　８　…　課金サーバ

【図１】 【図２】
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【図５】
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